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溢
れ
た
。

時

分
、
傍
聴
席

13

30

を
埋
め
た
法
廷
に
、
裁
判
長
が

席
に
着
い
た
。
傍
聴
者
は
息
を

飲
ん
だ
。

裁
判
長
の
判
決
は
、

秒
で

30

決
着
さ
せ
た
。
法
廷
に
重
い
空

気
が
流
れ
た
。
閉
廷
後
、
隣
接

の
弁
護
士
会
館
で
報
告
会
を
開

い
た
。
高
橋
廣
康
委
員
長
「
約

６
年
間
の
裁
判
闘
争
だ
っ
た
。

残
念
な
思
い
も
あ
る
が
、
み
ん

な
の
力
で
頑
張
っ
て
き
た
。
団

結
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い
」

弁
護
団
か
ら
は
、
「
判
決
に
怒
り

を
感
じ
る
。
企
業
の
経
営
合
理

化
を
優
先
し
た
」
「
裁
判
所
は
首

切
り
に
は
慎
重
だ
が
、
異
動
問

題
は
鈍
い
」「
裁
判
所
は
労
使
協

定
を
反
故
に
し
た
不
当
判
決
だ
」

な
ど
と
判
決
を
切
り
捨
て
た
。

原
告
か
ら
は
、「
不
当
判
決
に
言

葉
が
で
な
い
。
気
持
ち
も
ト
ー

不
当
判
決

一
、
控
訴
棄
却
。

二
、
裁
判
費
用
は
原
告
負
担

２
月

日
、
相
鉄
事
件
の
判

20

決
を
迎
え
た
。

時
過
ぎ
に
は
、

13

８
階
フ
ロ
ア
ー
を
１
５
０
人
余

り
が
埋
め
尽
く
し
た
。
組
合
役

員
の
指
示
に
よ
り
、
組
織
的
に

膨
張
者
を
決
め
入
場
し
た
。
東

京
高
裁
第
８
２
４
号
法
廷
前
に

は
、
入
廷
で
き
な
い
傍
聴
者
で

相
鉄
事
件

控
訴
棄
却
の
不
当
判
決

職
場
の
決
着
な
い
と
勝
利
も
な
い
の
か

ン
ダ
ウ
ン
す
る
が
、
中
労
委
で

逆
転
を
し
た
い
」
相
鉄
事
件
は
、

神
奈
川
県
労
働
委
員
会
で
「
不

当
労
働
行
為
」
が
認
め
ら
れ
た
。

中
央
労
働
委
員
会
の
審
査
が
続

い
て
い
る
。
３
月
６
日
（
金
）

3月20日（春分の日）13：30 亀戸中央公園
15：10 デモ出発

安
倍
９
条
改
憲
発
議

！
NO

改
憲
発
議
反
対
の
新
署
名
は
じ
め
る

時

分
か
ら
、
高
橋
委
員
長

10

30

と
相
鉄
バ
ス
元
社
長
が
証
人
で

出
席
す
る
。
最
後
に
高
橋
委
員

長
の
団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
で
、
く

じ
け
る
こ
と
な
く
、
闘
い
続
け

よ
う
と
誓
っ
た
。

安
倍
９
条
改
憲

！
「
改
憲

NO

発
議
に
反
対
す
る
全
国
緊
急
署

名
」
を
新
社
会
党
千
葉
県
本
部

京
葉
ブ
ロ
ッ
ク
が
取
り
組
ん

だ
。

日

時
か
ら

津
田
沼

19

13

JR

駅
南
口
の
デ
ッ
キ
に

人
が
集

12

ま
っ
た
。

藤
崎
ち
さ
こ
習
志
野
市
議
会

議
員
の
一
声
か
ら
署
名
の
呼
び

か
け
が
始
ま
っ
た
。
国
会
で
ウ

ソ
の
発
言
を
続
け
、
任
期
中
に

改
憲
宣
言
を
す
る
安
倍
を
痛
烈

に
批
判
し
た
。

署
名
終
盤
に

な
っ
て
署
名
も

集
ま
り

筆
に

18

な
っ
た
。
３
総

支
部(

市
川
・

習
志
野
・
八
千

代)

が
集
ま
る

京
葉
ブ
ロ
ッ
ク

は
、
毎
月
１
回

駅
頭
宣
言
を
続

け
て
い
る
。

次
回
は

◆
八
千
代
台
駅

３
月

日
23

◆
本
八
幡
駅

４
月

日
15



２
月
の
月
例
報
告

何
故
？

Ｇ
Ｄ
Ｐ
マ
イ
ナ
ス
な
の
に
「
緩
や
か
に
回
復
」

内
閣
府
は

日
、
２
月
の
月

20

例
経
済
報
告
を
発
表
し
、
国
内

景
気
の
判
断
を
「
緩
や
か
に
回

復
し
て
い
る
」
と
据
え
置
い
た
。

だ
が
、

日
に
発
表
さ
れ
た

17

年

～

月
期
の
国
内
総
生

19

10

12

産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
は
マ
イ
ナ
ス
成

長
に
沈
む
な
ど
、
経
済
指
標
と

政
府
の
見
解
が
逆
転
し
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

肺
炎
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
（
コ
ビ
ッ

ド
）
１
９
）
の
感
染
も
拡
大
す

る
中
、
市
場
関
係
者
か
ら
は
、

景
気
は
既
に
後
退
局
面
に
入
っ

て
い
る
と
断
じ
て
い
る
。

「
緩
や
か
に
回
復
」
と
の
表

現
は
、

年
１
月
か
ら
２
年
以

18

上
続
く
。
今
回
は
新
型
肺
炎
の

影
響
に
「
注
意
す
る
」
と
の
文

言
を
盛
り
込
ん
だ
が
、
個
人
消

費
は
「
持
ち
直
し
て
い
る
」
、
生

産
は
「
引
き
続
き
弱
含
ん
で
い

る
」
な
ど
と
「
国
会
答
弁
」
の

ウ
ソ
と
う
り
二
つ
。
知
ら
ぬ
そ

ぶ
り
で
景
気
全
体
の
見
解
も
変

え
な
い
。
西
村
康
稔
経
済
再
生

担
当
相
は
記
者
会
見
で
「
有
効

「
安
倍
と
の
つ
ば
ぜ
り
合
い
、
絶
対
に
手

を
抜
く
な
」
１
８
０
０
人
が
弾
劾
コ
ー
ル

ス
ト
に
据
え
よ
う
と
す
る
な
ど

検
察
人
事
を
歪
め
て
い
る
。
私

利
私
欲
は
許
さ
な
い
」。
杉
浦
ひ

と
み
弁
護
士
「
稲
田
朋
美
は
男

女
平
等
を
進
め
る
た
め
に
憲
法

改
正
し
よ
う
と
か
、
国
会
議
員

に
女
性
を
、
な
ど
と
言
っ
て
動

い
て
い
る
。
稲
田
朋
美
自
民
議

員
に
騙
さ
れ
る
な
」
。
行
動
提
起

は
高
田
健
共
同
代
表
で
「
安
倍

と
の
つ
ば
ぜ
り
合
い
の
と
き
、

絶
対
に
手
を
抜
け
な
い
。
皆
さ

ん
と
一
緒
に
総
行
動
を
取
り
組

み
ま
し
ょ
う
」
と
訴
え
た
。

集
会
参
加
者
は
１
８
０
０
人
。

コ
ロ
ナ
等
で
急
変
が
な
い
限
り
、

安
倍
政
権
が
あ
る
限
り
行
動
は

や
め
ら
れ
な
い
。
頑
張
り
ま
し

ょ
う
！

最
後
は
、
菱
山
南
帆
子

さ
ん
の
「
桜
を
見
る
会
徹
底
追

及
！
政
治
の
私
物
化
許
さ
な

い
！
」
の
安
倍
政
権
弾
劾
コ
ー

ル
で
閉
会
し
た

【
行
動
予
定
】
２
／

・

時

27

18

分
開
会
。!

安
倍
改
憲
発
議

30総
が
か
り
行
動

緊
急
署
名
街
頭

宣
伝
（
池
袋
東
口
五
差
路)

３
／
６
・

時

分

止
め
よ

18

30

う
辺
野
古
新
基
地
建
設
！
辺
野

古
裁
判
勝
利
！
日
本
教
育
会
館

嘘
と
ご
ま
か
し
の
政
治
は
許

さ
な
い
！
官
邸
の
検
察
人
事
介

入
糾
弾
！
自
衛
隊
は
中
東
沖
か

ら
撤
退
せ
よ
！
安
倍
９
条
改
憲

発
議

！
安
倍
政
権
退
陣
！
」

NO

武
力
の
行
使
絶
対
反
対
！
稲
田

改
憲
宣
言
や
め
ろ
！
改
憲
発
議

必
ず
止
め
よ
う
！
」
の
コ
ー
ル

で
開
会
し
た
。
以
下
ス
ピ
ー
チ
。

近
藤
昭
一
議
員(

立
憲)

「
法
制

局
、
検
察
人
事
な
ん
で
も
介
入

す
る
。
ホ
テ
ル
問
題
で
ウ
ソ
の

上
塗
り
を
平
気
で
国
会
で
述
べ

る
。
こ
ん
な
安
倍
政
権
は
早
く

倒
し
ま
し
ょ
う
」。

山
添
拓
議
員(

共
産)

「
桜
の

全
体
で
嘘
を
言
い
続
け
て
い
る
。

安
倍
首
相
に
ウ
ソ
を
つ
く
動
機

が
あ
る
。
こ
れ
だ
け
ウ
ソ
が
ハ

ッ
キ
リ
し
て
い
る
政
府
は
い
ら

な
い
」。
森
弁
護
士
「
黒
川
を
定

年
延
長
さ
せ
て
、
検
事
総
長
ポ

求
人
倍
率
な
ど
雇
用
は

改
善
し
て
い
る
」
と
説

明
し
た
。
バ
カ
な
的
外

れ
な
こ
と
を
言
う
な
！

人
手
不
足
は
劣
悪
な
職

場
に
労
働
者
が
来
な

い
。
長
続
き
し
な
い
こ

と
が
理
由
。
あ
た
か
も

「
生
活
で
き
る
賃
金
の

職
場
が
溢
れ
て
い
る
」

と
い
う
の
か
。
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
は
頓
挫
し
た
。

経
済
の
立
て
直
し
は
無

い
。
景
気
回
復
は
、
安

倍
政
権
の
退
陣
し
か
な

い
。


